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子どもの人権と少年法に関する特別委員会 付添人活動支援チーム

付 添 人 プ ラ ク テ ィ ス 報 告
～ 少 年 事 件 の 現 場 か ら ～

連載第7回

「付添人プラクティス」とは，毎月1回（原則として第2金曜日）午後6時から開催される付添
人活動の報告・検討会をいう。付添人プラクティスでは，付添人活動のスキルアップを図るべ
く，毎回テーマを決めて，話題提供者が付添人活動で生じた悩み，疑問点等を報告し，出席者全
員で検討し，情報交換を行なっている。また，出席者の手持ち事件の相談・検討も行なっている。
本連載を読んで興味をもたれた方は，是非，付添人プラクティスにも足を運んでいただきたい。

最近，マスコミ等により発達障害が社会的に認知さ

れるようになってきたが，障害を有する少年に対する適

切な処遇のためにも，少年事件に携わる弁護士にとっ

て発達障害の基礎的知識は不可欠であると言えよう。

今回は発達障害の中でも知能の遅れを伴わない広汎性

発達障害の少年のケースの報告である。

広汎性発達障害（アスペルガー症候群）を有す

る17歳（高3）の少年が，いじめを受けていた同

級生Bに復讐しようと考え，「Bと家族を殺す」

などと書いた脅迫文を作り，学校のBの下足箱

に脅迫文を入れた上，Bが脅迫文に気付くように

と，下足箱に入っていたBの上履きにナイフを刺

しておいたという，脅迫の事案である。

①広汎性発達障害，アスペルガー症候群とは？
広汎性発達障害とは，様々な定義があるが，一般に
知的な遅れを伴わない発達障害であると言われている。
高機能自閉症とも言う。アスペルガー症候群は，自閉
症や特定不能型広汎性発達障害と共に，広汎性発達障
害の下位分類の1つである。先天的な脳の器質的障害
が原因であるとされている。
もっとも，自閉症，アスペルガー症候群，特定不能
型広汎性発達障害は障害の特徴の表れ方に違いがある
ものの，一連の連続した特徴を有していると言われて
おり（これを「自閉症スペクトラム」という），明確に

区別できるものでもないし，区別する実益もあまりな
いと考えられている。
むしろ，広汎性発達障害の特徴を理解することが重

要である。広汎性発達障害には，他者との円満な人間関
係を築けない「社会相互性の障害」，他者とのコミュニ
ケーションが円滑に図れない「コミュニケーションの障
害」，特定の考えや行動にこだわりを見せる「想像力の
障害（こだわり行動）」と呼ばれる特徴がある。その他
にも，予想外の出来事に対して臨機応変な対応ができ
にくい「実行機能の障害」などがあると言われている。

②少年に見られる広汎性発達障害の影響
本件の原因には広汎性発達障害の影響が大きく見ら
れる。少年は同級生Bのからかいを真に受けてしまい
被害感情を募らせていったが，これは社会相互性の障
害により少年の有する障害が原因で対人関係を円滑に
築くことができないことが原因と考えられるとの報告
がなされた。
また，Bに対する復讐へのこだわりは，本件の動機
となっているが，これは障害の特徴である想像力の障
害の表れであると考えられ，ここでも障害の影響が見
られるとの報告がなされた。
本件ではナイフを上履きに刺したという点が特徴的
である。通常，このような行為は脅迫行為の一環として
行なわれ，被害者もそのように受け取るのであるが，少
年としてはあくまで脅迫文を目立たせるために行なって
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広汎性発達障害の少年の事件の付添人活動
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おり，それ自体に脅迫の意味合いを全く込めていない。
これは，少年が自己の行為が社会的にどのように評価
されるかという予測に失敗していることを表しており，
広汎性発達障害の特徴である社会相互性の障害及び想
像力の障害に起因するものであるとの報告がなされた。
なお，注意しなければならないことは，発達障害であ
るからといって直ちに非行や反社会的行動に結びつく
ものではないことである（発達障害者はむしろ定型発達
者と比較しても犯罪傾向は小さい）。本人を取り巻く環
境の不適切さなどに起因して障害の特徴が悪い方向に
出てしまうことが問題であり，障害の特性を踏まえた治
療的・教育的関与が必要との報告がなされた。

③少年のこだわりへの対応
前述したとおり，少年は，障害の影響からBに対す
る復讐へのこだわりを強く有しており，付添人の面会
の際もBへの復讐の正当性を強く訴えていた。そこで，
付添人としてどのように対応するのかが問題となる。
発達障害では，こだわりにより自己の行為に対する
社会的評価を誤ることが多い。一方で，何をしてはな
らないかについてきちんと説明すれば理解・納得する。
その点で発達障害者は犯罪傾向が強いわけでも，再犯
のおそれが高いわけでもない。本件では少年の言い分
に理解を示しつつ，少年のしたことは社会的に許され

ないことを繰り返し説明したとの報告があった。

④精神科医，家族，調査官などとの連携
以上のとおり，本件は広汎性発達障害の影響が典型
的にあらわれて起こったケースであり，前述したとお
り，少年の処遇にあたっては，広汎性発達障害の特性
を踏まえた治療的・教育的関与が必要である。
その点，少年は本件以前から児童精神科医のもとで
治療を受けており，少年の障害の特徴を把握した上で
の処遇や治療に対する積極的関与が期待できたとの報
告があった。
また，広汎性発達障害の場合，知的障害や言語の障
害がないことから，家族に障害の自覚がない，あるい
は障害を認めたがらず，適切な対応が取れないケース
が多いが，本件では少年の両親が少年の障害を理解し，
悲観的になることなく冷静に対応していたことも救い
となったという報告があった。
さらに，調査官も発達障害に対する理解があり，少
年の処遇に対する認識を共通にすることができ，最終
的には保護観察処分（障害を考慮し，保護観察官によ
る直接観察）となったとの報告があった。
最後に，付添人としては発達障害やそれに特有の認
知構造等に対する理解を深めると共に，医療機関など
との連携が重要であるとの報告があった。




